
1 

 

 

平成２６年度業務実績報告書 概要 

 

Ⅰ 法人の概要（１ページ） 

 

Ⅱ 全体的な状況（２ページ～４ページ） 

 １ 全体概要 

 ２ 年度計画の全体総括 

 

Ⅲ 項目別の状況 

 

 第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（５ページ～３５ページ） 

   １ 教育に関する目標 

    ⑴ 教育の成果              Ｎｏ． １～ Ｎｏ．１６ 

    ⑵ 教育の内容等             Ｎｏ．１７～ Ｎｏ．２９ 

⑶ 教育の実施体制等           Ｎｏ．３０～ Ｎｏ．３４ 

⑷ 学生への支援             Ｎｏ．３５～ Ｎｏ．４２ 

   ２ 研究に関する目標 

 ⑴ 研究水準及び研究の成果等       Ｎｏ．４３～ Ｎｏ．４５ 

    ⑵ 研究実施体制等            Ｎｏ．４６～ Ｎｏ．５０ 

   ３ その他の目標 

 ⑴ 学外連携               Ｎｏ．５１～ Ｎｏ．５９ 

    ⑵ 社会・市民への教育研究の成果の還元  Ｎｏ．６０～ Ｎｏ．６６ 

⑶ 国際化の推進             Ｎｏ．６７～ Ｎｏ．７２ 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標（３６ページ～４０ページ） 

   １ 組織運営の改善             Ｎｏ．７３～ Ｎｏ．７５ 

   ２ 教育研究組織の見直し          Ｎｏ．７６～ Ｎｏ．７７ 

   ３ 教職員の人事の適正化          Ｎｏ．７８～ Ｎｏ．８２ 

   ４ 事務処理の効率化            Ｎｏ．８３～ Ｎｏ．８４ 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標（４０ページ～４６ページ） 

   １ 外部資金その他の自己収入の増加     Ｎｏ．８５～ Ｎｏ．９１ 

   ２ 経費の効率化              Ｎｏ．９２～ Ｎｏ．９４ 

   ３ 資産の運用管理の改善          Ｎｏ．９５～ Ｎｏ．９６ 
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第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標（４７ページ～４９ページ） 

   １ 評価の充実               Ｎｏ．９７～ Ｎｏ．９９ 

   ２ 情報公開等の推進            Ｎｏ．１００～ Ｎｏ．１０３ 

 

第５ その他の業務運営に関する重要目標（４９ページ～５３ページ） 

   １ 施設設備の整備等            Ｎｏ．１０４ 

   ２ 大学支援組織等との連携強化       Ｎｏ．１０５ 

   ３ 安全管理                Ｎｏ．１０６～ Ｎｏ．１０８ 

   ４ 法令遵守及び人権の尊重         Ｎｏ．１０９～ Ｎｏ．１１１ 

  

  

 

 



 

 

 

平成２６年度 年度計画自己点検・評価結果集計表 

年度計画（中期計画）の章立て 項目数 
自己点検・ 

評価対象外 
年度計画 

なし 

自己点検・評価結果 

対象項目数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

第 1 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
（№１～７２） 

７２ ０ ８ ６４ ０ ３ ５６ ５ 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
（№７３～８４） １２ ０ ６ ６ ０ ０ ６ ０ 

第３ 財務内容の改善に関する目標 
（№８５～９６） １２ ０ ４ ８ ０ ０ ６ ２ 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 
（№９７～１０３） ７ ０ ２ ５ ０ ０ ５ ０ 

第５ その他の業務運営に関する重要目標 
（№１０４～１１１） ８ ０ ０ ８ ０ ０ ８ ０ 

第６ 予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び
資金計画（№１１２） １ １ ― ― ― ― ― ― 

第７ 短期借入金の限度額 
（№１１３，１１４） ２ ２ ― ― ― ― ― ― 

第８ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 
（№１１５） １ １ ― ― ― ― ― ― 

第９ 剰余金の使途 
（№１１６） １ １ ― ― ― ― ― ― 

第１０ その他 
（№１１７，１１８） ２ ２ ― ― ― ― ― ― 

合     計 １１８ ７ ２０ ９１ ０ ３ ８１ ７ 

３
 



 

 

 

自己点検・評価の区分 

進捗状況 記号 

「年度計画を上回って実施している。」 Ⅳ 

「年度計画を十分に実施している。」 Ⅲ 

「年度計画を十分には実施していない。」 Ⅱ 

「年度計画を実施していない。」 Ⅰ 

 

評価委員会による評定 

ランク 評定 判断基準（目安） 

Ｓ 中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある 評価委員会が特に認める場合 

Ａ 中期計画の達成に向けて順調に進んでいる すべてⅣ又はⅢ 

Ｂ 中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる Ⅳ又はⅢの割合が９割以上 

Ｃ 中期計画の達成のためにはやや遅れている Ⅳ又はⅢの割合が９割未満 

Ｄ 中期計画の達成のためには重大な改善事項がある 評価委員会が特に認める場合 

 ※上記の判断基準は目安であり，法人の諸事情を勘案し，総合的に判断する。 

 ※法人がウェイト付けした事項を勘案し，総合的に判断する。 

 

４
 


